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（国民健康保険事業の運営に関する協議会）

第11条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県が処理することとさ
れている事務に係るものであつて、…(略)…国民健康保険事業費納付金の徴収、…(略)…都道府県国民健康
保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事
業の運営に関する協議会を置く。

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理することとされてい
る事務に係るものであつて、…(略)…保険給付、 …(略)…保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審
議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(…(略)…)
を審議することができる。

４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

（参考）改正後の国民健康保険法（抜粋）

都道府県に設置される
国保運営協議会

市町村に設置される
国保運営協議会

主な審議事項
・国保事業費納付金の徴収

・国保運営方針の作成
その他の重要事項

委員

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表

(＊)「国民健康保険の見直しについて（議論
のとりまとめ）」（平成27年２月12日国
保基盤強化協議会）より

主な審議事項

委員

・保険給付
・保険料の徴収

その他の重要事項

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表（任意）

法律上の国民健康保険運営協議会（都道府県、市町村）の位置付け
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5/上旬 実務者会議

今年度のスケジュールについて

■ 県運営協議会

第1回
4/19

H29.4⽉

H29.8⽉

H29.10⽉

国保運営⽅針制定

◎ 国保運営⽅針の概要

7/下旬 連携会議

H29.12⽉

H30.3⽉

第2回
下旬

【諮問事項】
◎ 国保運営⽅針（案）
※国保事業費納付⾦の
徴収（算定⽅式）を含む

■ 県

条例改正（11⽉議会）

予算審議（2⽉議会）

5/下旬 実務者会議

7/上旬 実務者会議

■ 市町

予算審議（3⽉議会）

条例改正（3⽉議会）

市町運営協議会
における議論

※ 県課⻑、市町課⻑出席

※ 県部⻑、市町⻑出席

主な議題
・国保運営⽅針
・国保事業費納付⾦の算定⽅法等

8/上旬 市町へ意⾒照会（⽂書）

【答申】第3回
10⽉

9⽉ パブリックコメント


